
個
人
事
業
税
第
一
期
分
の

納
税
を
お
忘
れ
な
く

▪
個
人
事
業
税
の
第
一
期
分
の
納
期
限
は

８
月
31
日
月
で
す

　

８
月
中
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関

ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納
付

金
額
が
30
万
円
以
下
の
も
の
に
限
る
）、

県
税
事
務
所
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
口
座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機
関
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
の
時
期
に
よ
り
、
第
二
期
分
か

ら
の
取
り
扱
い
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
東
三
河
県
税
事
務
所
課
税
第
一
課

☎（
０
５
３
２
）35
局
６
１
２
７

http://w
w

w
.pref.aichi.jp/zeim

u/

東
三
河
８
市
町
村
で

特
別
徴
収
一
斉
指
定
を
行
い
ま
す

　

東
三
河
８
市
町
村
（
田
原
市
、豊
橋
市
、

豊
川
市
、
蒲
郡
市
、
新
城
市
、
設
楽
町
、

東
栄
町
、
豊
根
村
）
で
は
、
オ
ー
ル
東
三

河
特
別
徴
収
徹
底
宣
言
！
と
称
し
て
、
平

成
28
年
度
に
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

（
給
与
か
ら
の
天
引
き
）
未
実
施
の
事
業

所
を
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
、
一
斉
に

指
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

田
原
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
特
別
徴
収
義

務
者
に
な
る
事
業
所
に
つ
い
て
も
申
し
出

な
ど
に
よ
り
普
通
徴
収
と
す
る
取
り
扱
い

を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
納
税
の
公

平
性
を
図
る
た
め
、
平
成
28
年
度
か
ら
は

地
方
税
法
お
よ
び
田
原
市
市
税
条
例
の
規

定
の
と
お
り
、
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定

し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▪
特
別
徴
収
の
し
く
み

　

個
人
住
民
税
（
市
民
税
＋
県
民
税
）
の

特
別
徴
収
と
は
、
事
業
主
が
毎
月
従
業
員

に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天
引

き
し
、
毎
月
の
納
期
ま
で
に
納
入
し
て
い

た
だ
く
制
度
で
す
。（
原
則
と
し
て
、
パ

ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ
っ
て
も
特
別
徴

収
の
対
象
者
と
な
り
ま
す
。）

　

た
だ
し
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
は
違

い
、
前
年
中
の
所
得
を
基
に
市
が
税
額
を

決
定
す
る
た
め
、
事
業
主
が
税
額
を
計
算

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▪
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

　

特
別
徴
収
を
す
る
と
従
業
員
の
方
が
納

税
の
た
め
自
ら
金
融
機
関
へ
出
向
く
手
間

を
省
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
１
年

間
分
の
税
額
が
年
12
回
に
分
け
て
給
与
か

ら
天
引
き
さ
れ
る
の
で
、
１
回
当
た
り
の

負
担
が
軽
く
な
り
ま
す
。（
納
税
者
本
人

が
納
付
す
る
普
通
徴
収
は
原
則
と
し
て
年

４
回
）

▪
平
成
28
年
度
か
ら
の
特
別
徴
収
の
指
定

対
象
と
な
る
事
業
所

　

従
業
員
数
３
名
以
上
の
事
業
所
で
特
別

徴
収
未
実
施
の
事
業
所
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
理
由

に
該
当
す
る
方
は
普
通
徴
収
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

A
従
業
員
数
が
３
名
未
満
の
事
業
所
の
給

与
所
得
者

B
他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
を
実
施
す
る

乙
欄
該
当
者

C
毎
月
の
給
与
が
少
な
く
指
定
さ
れ
た
税

額
を
天
引
き
で
き
な
い
方

D
給
与
の
支
払
が
不
定
期
な
方
（
給
与
の

支
払
の
な
い
月
が
あ
る
方
）

E
個
人
事
業
主
の
専
従
者
（
専
従
者
以
外

の
給
与
所
得
者
が
在
籍
す
る
事
業
所
は

除
く
）

F
退
職
者
ま
た
は
指
定
年
度
の
５
月
31
日

ま
で
に
退
職
予
定
の
方

▪
納
期
の
特
例
制
度

　

従
業
員
が
常
時
10
人
未
満
の
事
業
所
で

あ
れ
ば
、
事
業
主
が
納
期
の
特
例
の
申
請

を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
毎
月
納
め
て
い
た

だ
く
個
人
住
民
税
を
年
２
回
の
納
入
に
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
、
納
入
の
手
間
を
軽

減
で
き
ま
す
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９

23
局
０
１
８
０

zeim
u@

city.tahara.aichi.jp

特別徴収のしくみ

納税義務者
（給与所得者）

特別徴収義務者
（事業主）

市町村

特別
徴収税額の通知

税の徴収 税の納入

（5月31日まで）

（6月から翌年5月まで
の給与支給日） （翌月１０日まで）

特別
徴収税額の通知
（5月31日まで）

（1月31日まで）

❸ ❸

❺

❶
❷税額の計算

❹

給与支払報告書の提出
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